
新規事業採択時評価

事業主体

（県・市町村）

1 道路 社会資本整備総合交付金事業 県
（主）桜井都祁線・　白河～川上（白河バイパス）

（桜井市） - 道路建設課

事業再評価

事業主体

（県・市町村）

1 農業農村 農業競争力強化基盤整備事業 県
北村地区
（奈良市） ② 農村振興課

2 農業農村 農村地域防災減災事業 県
葛城山麓地区
（葛城市） ② 農村振興課

3 道路 地域連携道路事業 県
一般国道１６８号・阪本工区

（五條市） ⑤ 道路建設課

4 道路 防災・安全交付金事業 県
一般国道１６９号・高取バイパス

（高取町） ④ 道路建設課

5 道路 防災・安全交付金事業 県
一般国道１６９号・御所高取バイパス

（御所市・高取町） ② 道路建設課

6 道路 防災・安全交付金事業 県
（主）桜井吉野線・百市工区

（桜井市） ④ 道路建設課

7 道路 社会資本整備総合交付金事業 県
（主）枚方大和郡山線・中町

(奈良市） ④ 道路建設課

8 道路 防災・安全交付金事業 県
（一）椿井王寺線・椿井～三室

（平群町・三郷町） ④ 道路建設課

9 道路 地域連携道路事業 県
一般国道１６８号・新天辻工区

（五條市）
② 道路建設課

10 道路 防災・安全交付金事業 県
一般国道３６９号・大保道路

（奈良市）
④ 道路建設課

11 道路 社会資本整備総合交付金事業 県
（主）大阪生駒線・辻町インターチェンジ

（奈良市） ① 道路建設課

12 都市公園 社会資本整備総合交付金事業 県
平城宮跡歴史公園　朱雀大路東側地区

（奈良市） ② 平城宮跡事業推進室

【再評価の対象とする事業の範囲】

　奈良県が実施する県土マネジメント部所管に係る公共事業のうち、

　　・国土交通省所管の国庫補助事業

　　・それ以外の事業のうち総事業費１０億円以上の事業

　ただし、維持管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除く。

【再評価の該当要件】

　①事業採択後５年間を経過した時点で、未着工の事業

　②事業採択後５年を経過した時点で、継続中の事業

　③事業採択前の準備・計画段階（ダム事業の実施計画、道路・街路事業の着工準備費等）で、５年間が経過している事業

　④再評価実施後一定期間が経過している事業（いわゆる再々評価）

　⑤その他、社会経済情勢の急激な変化等により再評価実施が必要な事業

適用 備考　 種　別 事業名称 事業箇所 担当課

令和４年度　事業評価対象一覧

備考 担当課　 種　別 事業名称（予定） 事業箇所 適用

【資料２】


